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テレワークは 

労働のあり方を変えた  
日本生産性本部は８月７日、「テレワークに関する意識調

査」結果を公表しました。調査は、直近３か月以内にテレ

ワークをした労働者と、部下が直近３か月以内にテレワー

クをした「管理職」それぞれ１.０００人に対いて、５月

２９日～６月６日にインターネットで行われました。 

「テレワーカー」です。雇用関係の内訳は、正社員・正

職員・役員９２７人、契約社員３６人など。雇用先の業種

は、製造業２７２人、情報通信業２４６人、金融業、保険

業５５人学術研究、専門・技術サービス業４２人など。職

種は、事務的な仕事４１８人、専門的・技術的な仕事３６

７人、販売の仕事５２人、管理的な仕事４８人などです。 

働き方は、自宅での勤務９１８人、時差出勤２８３人、

サテライトオフィス等の特定の施設１１３人、短時間勤務

１０７人、モバイルワーク９９人など。勤務先のテレワー

ク制度導入時期は、コロナ禍以前から３２２人、２０年４

月～２１年３月４９８人、２１年４月～２２年３月５０人。テレワーカーがテレワークを開始した時期は、

コロナ禍以前から１９５人、２０年４月～２１年３月５７７人、２１年４月～２２年３月８６人、２２年

４月～２３年３月５３人です。 

テレワークをコロナ禍前から導入して定着している企業が３分の１、テレワーカーも５分の１います。 

労働時間、労働量が増えながら余暇時間も増えている 

直近の１週間で、週に何日、勤務先に出勤したかの質問は、０日２１２人、１～２日３３３人、３～４

日２７０人、５日以上１８５人です。 

テレワークを開始した直後と比べて今の出勤日数の変化の質問は、特に増

減はない４３２人、増加した１８３人、どちらかと言えば増加した１５８人、

どちらかと言えば減少した９８人、減少した１２９人です。「増加」が３分

の１を超えています。 

労働時間の変化の質問は、特に増減はない６８５人、増加した６８人、ど

ちらかと言えば増加した１３１人、どちらかと言えば減少した７６人、減少

した４０人です。「増加」が２０％を占めます。 

業務量の変化の質問は、特に増減はない６７９人、どちらかと言えば増加した１７３人、増加した６８

人、どちらかと言えば減少した５９人、減少した２１人です。「増加」が２０％を占めます。 

余暇時間の変化の質問は、特に増減はない５１４人、どちらかと言えば増加した２５６人、増加した１

０９人、どちらかと言えば減少した７５人、減少した４６人です。「増加」が３分の１強となっています。 

身体面の健康状態の変化の質問は、特に変化はない５１８人、やや良くなった２２５人、良くなった１４９

人、やや悪くなった８１人、悪くなった２７人です。「良くなった」が５人に２人弱となっています。「良く

なった」が３分の１強います。 
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精神面の健康状態の変化の質問は、特に変化はない４７７人、やや良くなった２３９人、良くなった１７０

人、やや悪くなった８４人、悪くなった３０人です。「良くなった」が５人に２人います。 

テレワークの実施によって、仕事の効率は上がったかの質問は、特に変化はない４７７人、やや上がった２

４３人、効率が上がった１２３人、やや下がった１２１人、効率は下がった３６人です。「上がった」が「下

がった」の倍以上になっています。 

職場の仕事効率は上がったかの質問は、特に変化はない６１７人、効率が上がった７８人、やや上がった１

８５人、効率は下がった３０人、やや下がった９０人です。特に変化はないがほとんどといえますが、「上が

った」が、「下がった」の２倍以上になっています。  

テレワークでの働き方に満足を感じているかの質問は、どちらかと言えば満足している５２１人、満足して

いる３０５人、どちらかと言えば満足していない１３７人、満足していない３７人です。「満足している」が

圧倒的です。 

 

テレワークで労働時間、労働量が増えています。自宅等では労働時間のコントロールが難しくなることが指

摘されていますが実態のようです。その一方で余暇時間は増えています。労働時間、労働量が増えても効率が

あがり、余暇が時間が増えることで満足しています。テレワークが増えた頃によく言われていた孤立感は、こ

の間、出勤日数を増やすことで精神的体調不良者の状況が改善されたと想定されます。 

孤独感や疎外感の解消策が遅れている 

管理職です。内訳は、雇用関係は、正社員・正職員・役員９９７人です。役職は、全員が部下ありの正社員・

正職員・役員です。そのうち回答者は８６９人です。 

業種は、製造業２９７人、情報通信業１６６人、金融業、保険業７０人、公務６６人、サービス業 （他に分

類されないもの）６０人、卸売業５１人、建設業４６人です。 

勤務先のテレワーク制度導入の時期は、コロナ禍以前から２９２人、２０年４月～２１年３月５４６人、２

１年４月～２２年３月９２人、２２年４月～２３年３月１５人、２３年４月以降６人です。 

管理している部下全員がテレワークをしている管理職は４人に１人以上います。 

勤務先全体のテレワークを実施している勤務先は、１割以上あります。 

テレワークを行っている部下に対して仕事の成果を適切に評価できているかの留

意についての質問は、留意している７７５人、あまり留意していない２２５人です。 

勤務時間が規定に沿っているかの留意についての質問は、留意している７２８人、

あまり留意していない２７２人です。 

健康管理ができているかの留意についての質問は、留意している６８５人、あま

り留意していない３１５人です。 

部下に対する留意は、仕事の成果を適切に評価が最も高く、勤務時間が規定、健康管理の順に低くなります。 

コロナ禍以前からテレワークを実施している勤務先が３分の１ありましたが軌道に乗っているといえる状況

になっています。 

労働時間は、テレワークを実施する前と比べての変化の質問は、増加した７５人、どちらかと言えば増加し

た１７０人、特に増減はない５１５人、どちらかと言えば減少した８２人、減少した２７人です。「増加した」

が「減少した」の２倍以上になっています。業務量については労働時間とほぼ同じです。 

余暇時間の変化の質問は、増加した６５人、どちらかと言えば増加した２７５人、特に増減はない４２７人、

どちらかと言えば減少した７３人、減少した２９人です。「増加した」が「減少した」の３倍以上になってい

ます。 
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精神面の健康状態の変化の質問は、良くなった１２８人、やや良くなった２３６人、特に変化はない４２６

人、やや悪くなった６４人、悪くなった１５人です。「良くなった」が３分の１強です。 

テレワークの導入によって、職場の仕事効率は上がったかの質問は、効率が上がった６４人、やや上がった

２１２人、特に変化はない４４１人、やや下がった１２１人、効率は下がった３１人です。 

テレワークで働くときに、孤独感や疎外感の解消策は解決が必要な課題だと思うかの質問は、課題だったが

解決済み１５６人、課題だが解決していない４０７人、課題ではない３０人です。 

テレワークは克服しなければならないいろいろな課題を抱えてはいますが、勤務時間管理ができる制度や仕

組みの解決に比べ、孤独感や疎外感の解消策は遅れています。 

テレワークは働き方だけでなく労働に対する捉え方も変えました。転換期を迎えています。 

労働者が金銭的条件以外の報酬を求める傾向 

８月４日の「The Wall Street Journal」に「米労働者『そこまで働きたくない』生産性に影」が掲載されま

した。抜粋して紹介します。 

米国でリモートワークは最初の頃、「ウィンウィン」だと思われた。従業員は好きな場所で好きな時間に働く

ことができ、雇用主には生産性向上というメリットがあった。 

それは交渉が成立した当初だけの話だった。従業員はリモートワークが今もお気に入りだが、最近の各種調

査によると生産性を押し上げる効果はなく、完全なリモートワークの場合、生産性はむしろ低下する。 

だが雇用主の大半は、従業員に週５日オフィスに戻るよう促すことをすでに諦めている。・・・ 

それは新型コロナウイルス流行が始まって以降、仕事に対する態度が広範にシフトしたことの表れだ。労働

市場のひっ迫が歴史的水準であるにもかかわらず、賃金は最近までインフレ率を大きく上回るペースで伸びて

いなかった。理由の一つは、労働者が単に金銭的条件だけでなく、有給休暇やフレックスタイムなど金銭以外

の報酬を求める傾向があることだ。その結果、仕事に費やす時間は減りがちで、時間内に達成できる成果も減

っている。 

  ・・・ 

従業員は在宅勤務が気に入っている。通勤やその他の煩わしさを軽減できるうえ、ランニングや保育園のお

迎えなどプライベートな用事も日中にこなせるからだ。 

スタンフォード大学のニコラス・ブルーム教授ら３氏がまとめた調査結果によると、従業員は自分の生産性

が在宅勤務では７.４％高いと考えている。一方、上司はその逆だと考えており、在宅の場合は生産性が３.５％

低いと考えている。ブルーム氏らの分析では、従業員とのコミュニケーションが在宅の場合は手間と時間がか

かるほか、社会的交流やフィードバックが減少すると、創造性や学習能力が低下することが原因だとしている。 

３氏は、リモートでは成績が悪化する点を指摘した。「潜在的なセルフコントロール（自己制御）の問題を克

服するのは容易ではない」ことの証しだという。 

 ・・・ 

同氏と共同執筆者はこう結論づけた。生産性の低下は、週に数日ではなく完全にリモートワークを行う人に

限られる。また生産性が犠牲になるとしても、コスト削減の効果がそれを補って余りあるかもしれない。・・・

この調査では、従業員が週２～３日の在宅勤務を８％昇給に相当する価値があると考えていることが分かっ

た。この価値観の変化を巻き戻すには、失業の脅威だけでは足りないだろう。 

 

アメリカと日本とは捉え方が違っています。日本でもテレワーカーと管理職では認識が違っています。テレ

ワークは働き方・働かせ方は労働のあり方、生活スタイルを変えていて今後も続きます。 

労働者は期待する働き方、職場のあり方についてもっと声を上げて改善させていく必要があります。 
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７月２８日、文科省は「２０２２年度学校教員統計中間報告」を公表しました。学校教員

統計調査は３年ごとにを実施していて、今回の公表は２２年度調査の一部を取りまとめたものです。 

２２年１０月１日現在の状況と２１年４月１日から２２年３月３１日までの異動状況です。 

採用者・離職者の状況です。２つは連関しています。 

公立小学校は、採用者数１９.３８６人（前回調査時より４４２人減少）で、内訳は、新卒１０.６９９人（前

回９４.８８人）、官公庁から１.８８２人（同２.０４７人）、非常勤講師等５.０４２人（同６.３６９人）で

す。新卒はこの間急激に増え続けています。非常勤講師等は前回から１.３００人減っていますが、なり手が

いないのが実態のようです。 

離職者数は１４.９７３人（同１.６４６人減少）です。内訳は、「定年（勧奨を含む）」７.９５７人（同１０.

２３５人）、「定年以外」７.０１６人（同６.３８４人）です。「定年」は大きく減少を続けていますが、逆に

「定年以外」の退職者は増えています。理由は、「病気のため」７３７人（同６６１人）、うち「精神疾患」５

７１人（同４５７人）、「転職のため」２.０８３人（同１.７１５人）などです。「精神疾患」は前々回３３１

人、その前は３５０人で急増しています。その結果が非常勤講師等採用が減少する状況にもなっています。最

近は初年度で辞めるのが目立つといいます。 

 

公立中学校は、採用者数１１.２３９人（前回調査時より１.５６９人増加）です。内訳は、新卒４.８３７人、

官公庁１.３０８人、非常勤講師等４.００６人です。前回は、前々回より１.０００人近く少ないです。特に

非常勤講師等は５００人以上少ないです。この時点で非常勤講師等のなり手がいない実態が起きていました。

そのために今回は、前回までと比べて新卒を１.０００人以上増や

したと思われます。 

離職者数は８.４４８人（前回調査時より６１１人減少）です。

「定年」が前回より５００人以上減っていますが、「定年以外」は

５０人しか減っていません。前回は、前々回より８００人近く増

え、中でも「定年」が５００人以上増えました。各教育委員会は

新卒採用を絞って非常勤講師等に切り換えようと想定していまし

たがそのことが現場をますます混乱させてしまったようです。 

「定年」以外の離職理由は、「病気のため」４１１人（前回３６

０人）、そのうち「精神疾患」２７７人（同２４２人）です。前々

回２１３人、その前は２１７人でしたので確実に増えています。「転職のため」も１.２７７人、前回１.２１

７人、前々回１.１１２人、その前は１.０１９人と増えています。教職離れが進んでいることが見て取れます。 

 

公立高校は、採用者数４.９１４人（前回調査時より６２１人減少）で、この間、採用総数は減り続けていま

す。内訳は、新卒はこの間は大きな変化はなかったのですが今回は前回より２００人減っています。非常勤講

師等は毎回３００人前後減り続けています。学校の統廃合などで定員が減少している影響もあります。 

離職者数は５.５８０人（前回調査時より３３４人増加）で、前々回（５.３４０人）よりも多くなっていま

す。内訳は、「定年」が前々回とほぼ同数ですが、「定年以外」が増えつづけています。理由は、「病気のため」

１８９人（前回１４４人）で、そのうち「精神疾患」１０５人、前回８３人、前々回７５人、その前は７１人

 

 

教員 「精神疾患」の退職者・休職者が増 教職離れも 
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で増え続けています。「転職のため」は６４０人、前回５５９人、前々回４５４人、その前は４４５人で増え

続けています。教職離れが進んでいることが見て取れます。 

今回の調査からだけでも「精神疾患」と教職離れは深刻です。実際は、「精神疾患」の休職期間満了の場合な

どは「家庭の事情」と扱ったりしますのでもっと多いです。 

小学校、２０代～４０代に多くの休職者 

「精神疾患」による「休職者」も増えています。 

昨年１２月２７日、文科省は「２１年度公立学校教職員の人事行政状況調査につ

いて」を公表しました。２１年５月１日現在の調査で対象の総数は計９１９.９２

２人です。 

教育職員の精神疾患による病気休職者数は全国で５.８９７人（在職者に占める割合０.６４％）で、この間

の最多です（初めて０.６％を超え）。過去５年間の推移を見ると、１７年度５.０７７人、１８年度５.２１２

人、コロナ渦前の１９年度５.４７８人（０.５９％）、２０年度５.２０３人（０.５７％）でした。 

学校種別では、小学校２.９３７人（０.７１％）、中学校１.４１５人（０.６１％）、義務教育学校２１人（０.

４１％）、高校７４２人（０.４２％）、中等教育学校１０人（０.４５％）、特殊支援学校７７２人（０.８５％）。 

年代別では、２０代は１.１６４人（０.７８％）、３０代は１.６１７人（０.７７％）、４０代は１.４７８

人（０.７７％）、５０代以上は１.６３８人（０.５３％）です。 

 

２２年４月１日現在の精神疾患による休職者の休職発令後の状況です。 

２１年度中に新規に休職発令された者３.８０７人のうち、復職は１.５１１人（３９.７％）、引き続き休職

１.６３６人（４３.０％）、退職６６０人（１７.３人）です。２０年度中またはそれ以前に休職発令され、２

１年度も引き続き休職となっている者２.０９０人のうち、復職は９６２人（４６.０％）、引き続き休職６４

７人（３１.０％）、退職４８１人（２３.０％）です。 

精神疾患による休職者５.８９７人の２２年４月１日現在における病気休職期間は、６月未満２.２７４人（３

８.６％）、６月以上１年未満１.７７６人（２０.４％）、１年以上２年未満１.２０４人（２０.４％）、２年以

上３年未満５７７人（９.８％）、３年６６人（１.１％）です。 

休職が長期化しています。１年以上２年未満が多いのは公務員の休職制度によるものと推測されます。また、

教員は、新年度、学期の始まりに合わせて無理して復職する例が見られ再休職も多いです。休職期間が満了し

ても復職出来なかった者やそれ以前に「自己都合」で退職した者も多くいます。 

劣悪な労働環境が教員不足の悪循環に 

学校教育をめぐる問題についてはさまざまな課題が挙げられます。教職員の過重労働が常態化しています。

各種の報告書作成業務、研修会、多種の行事に費やされる時間が増え、そのうえでクラブ活動の指導・付き添

い等があります。さらに保護者からのクレーム等難しい問題に対応しなければなりません。その一方で文部

省・教育委員会からの管理・監視が強化されています。そのために授業の準備ができないなどなどです。時間

外労働が増え、土日もそれらに当てられます。しかも実質的無償労働です。疲弊し、ゆとりがないなかでの過

重労働、ストレスは体調を崩してしまいます。 

劣悪な労働環境が教員不足を生み、そのため病休者が増え、「転職」を増やしています。また教員志願者も減

るなどの悪循環に陥っています。教育現場が悪化しています。その影響を受けているのが児童・生徒たちです。 

「精神疾患」はその結果です。深刻な状況です。放置していたらさらに深刻化します。「精神疾患」を作り出

さないための、小手先ではなく、１つひとつに対する抜本的対策が火急的に迫られています。 
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ワンコイン講座２８回目のテーマは「最近の労働相談」。ユニオン等での相談担

当者による懇談です。コロナ禍で相談内容や様相も変わってきています。そのなかでも職場での“人間関係”

に変化が出ています。また、相談を受ける側・ユニオンの対応にも変化が見られます。 

さまざまな報告がおこなわれましたがその一部を紹介します。 

相談活動は信頼感衛を作ることから 

Ａ 。相談活動には相談者との距離感の問題がある。距離は感とこつ。会社と相談者との間であったことを聞

いていればいいという考え方もあり、年齢、前の職場や家族のことは何も聞かない人もいる。それ以上は踏み

込まない距離の取り方をしている人が多くなり、聞かないことがルールになっている。 

 例えばメンタルヘルスの相談者に最初から家族のことは聞かなくても、相談が終わって入り口で見送りする

までの間に、聞けなかったことを何気なく聞くと相談以外のところで回復にかかわる問題点が浮かび上がって

きたりする。会社との関係も上司だけじゃなくて職場の雰囲気や周囲の人の状況を聞くとその人のことがもっ

と浮かび上がってくる。そうすると大分違ってくる。周囲の情報もうまく聞いた方がいい。 

 個人情報の観点からは聞いてはいけないことだろうけど、労働相談では必要なことがある。 

Ｂ 最近は相談担当者のなかに「来ないでオーラ―」がある。ネットで調べた回答で終えてしまい、それだけ

で処理してしまっていることがある。対面で、顔を合わせて一緒に検討しようとしない。入り口を拡げて問題

を探り出すことが必要だと思うけれども入り口で済ませてしまう。相談者の思いとはちょっと違うのではと。 

 相談者は、最初から法律論をされても理解できない人がいる。ネット世代の相談者はすでに調べて知識をつ

まみ食いしている人もいる。そうすると相談者は嫌気がさしてくる。まずは親身になって聞いて「大変だね」

の相槌が信頼を引き起こすことが必要。 

Ｃ 話をしていてわかってくれたと思って続けると、最初の方の話がまったく理解されていなかったというこ

とがある。それまでは労働法などとはまったく関係ない世界で生きてきていて「なにそれ」という相談者がい

る。労基法をしらない。逆に「そんなことくらい知ってる」といわれることも。労基法はどこかの段階でちゃ

んと教える必要があるあり。 

Ｄ そういうこともあってか、相談者が「来ないでくれオーラ―」を感じとっていることがある。 

 相談者に「あなたの近くには○○ユニオンがあります」と紹介すると「あそこは嫌です」、「電話したけど無

駄でした」。そのうえで「何とかならないでしょうか」。 

 難しい案件でも「大変だね」の一言があったら相談者は少しは落ち着く。 

労働相談の基本は、労働現場で起きていることはすべて労働問題。何とかしようという対応と何とかなると

いう思いが必要。そのように対処すると相談者はダメだったとしても納得する。 

「パワハラ」と確認してそれ以上なにもしない 

Ｅ 相談へのクレームも増えている。他のユニオンの悪口を言う人もいる。 

 相談者から「あなたのような役に立たない人がいるからダメなんです」といわれた。 

退職の合意解決で和解してお金が振り込まれた後になって、「知らないうちに印鑑推させられて退職させら

れた」と苦情が入ったことがある。 

理解されにくいことが増えてくると用心深くなり、和解の時でも警戒しなければならない。 

カスハラみたいなことを言われても私が悪いわけではないという気持ちで居直るくらいの図太さがないと

 

分断を克服して職場で仲間つくりを 
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やってられない。 

Ｆ 労働現場の状況がひどい。かなり前から福祉事業所や児童相談所のケースワーカーの担当件数が限界を超

えている。そういう職場は人を育てることができない。ケースワーカーが持たないと辞めてしまっている。上

司も全体をきめ細かく見れる状況ではない。 

Ｇ 最近の相談者が最初に発する言葉はほとんどハラスメント。しかし細かく中味を聞くと違う。 

Ｈ 相談者がこれはハラスメントですよねと確認したがる。「これは育介法違反に触れている案件ですよ」と

説明してもハラスメントでくくってそこで納得してしまう。かわいそうだと思ってほしい、悲劇のヒーローに

なりたがっている。 

そこで一緒に頑張りますと言える相談者は職場改善に向かうことができるが、そうではない人が多い。 

Ｉ 法律相談だけで済ませるならここでなくてもいいはず。解決したいなら第三者への相談だけではなく、自

分も動き、周囲にも動いてもらう必要がある。 

職場で会話が成立していない 

Ｊ メンタルの体調不良者が増えている。なかなか話が通じない相談者が少なくない。 

 労働者が脆弱になっている。 

Ｋ 相談者から職場の状況を聞いたなかでの話として、同僚と「言葉が通じない」ことが多い、と。コミュニ

ケーションが成立しない。ボキャブラリーが少なく短い言葉を話すので意味か分か

らない、その言葉はそういう意味ではないだろうと思うこともあるという。他の人

が聞いていたら喧嘩起きるようなことがある。 

会話が成立しない、意思疎通ができないと。 

Ｌ いろいろな職場でそう。一緒に仕事をしている人でも会話が成立しない。 

 無料だからと電話一本で相談してくるというのもある。 

Ｍ 困難な案件でもうまく解決に向かうのは、相談者が「僕も悪いのかもしれないけど」と自分を捉え直す人。

状況がある程度客観的に見えている。逆に「私は絶対悪くない」という人はなかなか解決に向かわない。 

アドバイスも違ってくる。「僕も悪いのかもしれないけど」といわれたら、そこまで自分を責めなくてもい

いよといえる。「私は絶対悪くない」といわれるなかには、内心「お前が悪い」と思うこともある。ユニオン

は労働者の側に立つけれども。相手と信頼関係ができないとうまい解決はできない。 

みんなと一緒にやっていくユニオンに 

Ｎ 昔は労働組合・労働運動は日常の近くにあった。肌で労働組合というものを知っていた。しかし今、労働

組合は“異端児”、マイノリティー。“異端児”が“異端児”の相談を受けている。 

２０００年頃の労働運動は集団的労使交渉だったが、今は個別の相談・個別労使紛争になっている。 

Ｏ 労働組合は１人ではなくみんなでという考えがあるけど、ユニオンは個別労働相談所というとらえられか

たで、相談の入り口で終わってしまうことが多い。だから解決しても組合員としてとどまるのは多くない。 

解決して区切りがついて振り返って、自分の闘いをベースにし、そのあとみんなと一緒にやっていくという

ことにならない。組合として仲間を増やすことは難しい。相談者が職場で仲間を増やせたらいいのにと思う。 

ハラスメントと主張するときに、分断されているから職場の仲間と一緒に克服していくということにはなか

なかならない。何かするときに１人でやらなければならないところが増えている。 

非正規労働者は組合費を含めて深刻な問題になっている。 

Ｐ 最近は組合つくりの相談もあるが、相談を受ける側で経験がある者が多くない。 
  

 などなど、話は尽きませんでした。 
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ジャニーズ事務所の創業者の性加害が連日取り上げられています。長い間埋もれてい

ましたが、海外のマスコムが取り上げたことをきっかけに日本でも報じられるようにな

りました。今は社会問題です。 

ハラスメント被害にさまざまな分野で声が挙がりはじめています。しかし被害者は声

を上げにくい状況があります。ましてやそこに力関係、利害関係が存在したり、被害者

が未成年の場合などばなおさらです。埋もれている事案もまだまだたくさんあります。 

加害者がプロ野球の選手の場合などは、球団が加害者をかばって騒ぎが鎮まるのを待

ってなかったことにしようとています。これでは被害者の恐怖感、ストレス、トラウマ

は解消されません。 

被害が表面化しても加害者が言葉だけの謝罪で済ませてしまうこともあります。また制裁は懲罰を科すだけ

で再発、予防・防止につながるでしょうか。“追放”、隔離は解決策ではありません。 

特に性加害者の心理や更生についてはあまり問題にされていません。 

「認知の歪み」を克服して再発防止に 

加害者の心理にも詳しい一般社団法人沖縄カウンセリングセンター代表理事の松川友樹さんが、「『みんなば

れてないだけ』 止まらない性加害 更正プログラムの受講を阻む壁」を６月２日の沖縄タイムスに寄稿して

います。抜粋して紹介します。 

事件化されない性加害はかなり多い。性加害は身近な人間関係で発生することが多く、例えば学校や会社、

親類内で起きやすい。そういった場合、被害者とその家族が事件を公にすることを嫌がり、内々で処理してし

まうことが多い。仮に警察が事件を把握していても、加害者と被害者の示談が成立し、不起訴となるケースも

多々ある。加害者としては一安心という気持ちだろうが、更正プログラムを受講できず、再発リスクが高まる

というデメリットがある。・・・ 

筆者が代表を務める沖縄カウンセリングセンターでは、独自に「性行動コントロールプログラム」を提供し

ている。もちろん事件化の有無を問わず、性行動を変えたいという意思がある希望者は誰でも受講できる。 

これまでプログラムを受講したのはすべて男性で、年齢は１０歳から６０代までと幅広い。 

受講のきっかけになるのは、再発防止のため、自分を変えないといけないという意識になったということの

ほか、被害者に誠意を見せるということが動機になっていることも多い。また未成年の場合、保護者が心配し

て受講を希望することがほとんどだ。 

 

プログラムの受講者はスタート時、どこかに「認知の歪み」を持っている。これは、事実を無意識に捻じ曲

げて、自分の心理的安定性を得ようとする心の仕組みだ。よく見られるのは、自分が加害者であることを認め

ない「否認」と呼ばれる認知の歪みで、「ただ優しくしてあげただけ」「相手から誘ってきたのだからむしろ自

分は被害者だ」「酔っ払って記憶がない」などの例がある。 

他にも「最小化」という認知の歪みでは、性の問題行動が重大なものではなかったと考える。例えば「盗撮は、

撮られている本人が意識をしているわけではないのだから、罪は軽い」「みんなやっているけど、ばれていな

いだけ」「小さい子は何が起こったのか分かっていないから影響はない」などの考えだ。この「認知の歪み」

が性の問題行動を起こし、止めることができない要因にもなっている。この認知の歪みを放置していては、再

 

加害者が「対等な人間関係」を築くスキルを 
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発防止が困難になるので克服していくことが必要となる。 

 

その克服過程の一つに、現実を正しく認識するプロセス「直面化」がある。例えば、痴漢をした加害者が「み

んな痴漢をやっているので、大した問題ではない」と認識していた場合、それが認知の歪みであることに気が

付き、「自分は大変なことをしてしまった」「社会はこの行為を容認しないんだ」という認識に変えていくこと

が直面化だ。つまり、「大したことではない」という認識から、被害者への深刻な影響を理解し、過ちを認め、

深く反省するプロセスだ。 

しかし、これを行うタイミングや方法はプログラム実施者にとって悩ましい。受講者に対して「否認」や「最

小化」はもちろん克服しなくてはいけないが、受講者にとっては自分を守るという側面もある。受講者は事件

の発覚後、家族・友人からの信頼喪失、恋人との離別、失職、被害者への謝罪のための金銭の支払いなど、多

くの喪失を体験していることが多い。 

その上で「直面化」を 強調すると、「どうせ俺はだめなんだ。もうどうでもいい」と自暴自棄になって改善

を諦めたり、場合によっては「死んでしまいたい」と思ったり、破滅的な思考に至りかねない。受講者との信

頼関係、心理的安全性を確保しながら状況に応じて進めていく必要がある。 

「本当の願い」の「自分と周りの人の幸せ」に 

性加害は、加害者の認知特性やこだわり、対人関係様式、嗜癖（しへき）などに基づいて行われている。例

えば、加害者自身がいじめ被害などを繰り返し受けていた場合、加害者にとって人間関係とは「強くていじめ

る者」と「弱くていじめられる者」という構図になってしまっていることがある。その結果、自分よりも弱者

に対して攻撃性を向けやすいパーソナリティーになってしまう。この場合は、加害者が「対等な人間関係」を

築くスキルを身につけていく必要がある。このように加害者に罰を与えるだけでは再発予防としては不十分

で、根本的にはパーソナリティーの変容が行われる必要がある。 

また四六時中、行動を監視することはできないため、これらの変容は加害者自ら考えて実行し、修正してい

く「自律」が大切となる。プログラム内のワークでは、「あなたにとって性の問題行動のトリガーは何か？」

を考え、自分と対峙するほか、ロールプレイや対話を通して、受講者が自分で考え、目標を設定し、評価する

ということを繰り返していく。 

しかし、それ以前の土台として、自ら「変わりたい」と思える動機付け、「自分は変われる」という自己効力

感が必要となる。そこが不十分な場合は、その土台作りから始めなくてはならない。否定したり、押し付けた

りするのでは、本当の動機づけは得られにくい。先ほどの「認知の歪み」と「直面化」を行ったり来たりしな

がら、本人の「本当の願い」を引き出して、広げていく。「本当の願い」とは、「もうどうだっていい」とか「好

き勝手やりたい」ではなく、「自分と周りの人の幸せ」のはずである。 

そして、変容のためのプロセスを説明し、ワークを体験しながら「これなら自分は

変われる」という思いを持ってもらう（もちろん言うは易く行うは難し、ではある）。 

性加害者へのアプローチはまだまだ課題が多い。我々としてもプログラムの精度を

上げ、再犯率を下げていきたいと考えている。・・・より多くの場所でこのようなプ

ログラムが実施できるようになってほしい。 
  

起こしてしまった行為を反省させるとともに被害者が被った心情に思いをはせ、

「これなら自分は変われる」という心情に至らせることが大事です。そして「自分

と周りの人の幸せ」を考えられるようになったら再発防止、予防・防止対策になっ

ていきます。 
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読 書  
 

案 内 
  

「人権」が主張される（を主張する）ことが増えて

います。 

では「人権」とはどのようなことを言うのでしょう

か。特に日本ではあいまいです。人権は“発展”して

います。 

藤田早苗（エセックス大学人権センターフェロー）

著『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』

（集英社新書）は、著者が、国際的活動で積み重ねて

き成果をふまえ、日本では未達成の課題について対応

策を提起しています。 

人権について、国連の人権高等弁務官事務所は「産

まれてきた人間すべてに対して、その人が能力・可能

性（Potential）を発揮できるように、政府はそれを

助ける義務がある。その助けを要求する権利が人権。

人権は誰にでもある」と説明します。 

人権の実現には政府が義務を遂行する必要があり、

その義務は３つあります。 

① 人がすることを尊重し、不当に制限しないこ

と：「尊重義務」（respect） 

② 人を虐待から守ること：「保護義務」（protect） 

③ 人が能力を発揮できる条件を整えること：「充

足義務」（fulfil） 

しかし日本で人権というと個人的な「思いやり」「優

しさ」などの精神面が強調されます。 

 

国際人権条約には「人種差別撤廃条約」（１９６５

年）、「女性差別撤

廃条約」（１９７８

年）、「拷問等禁止

条約」（１９８４年）、

「子どもの権利条

約」（１９８９年）、

「移住労働者権利条

約」（１９９０年）、

「強制失踪条約」（２

００６年）、「障碍

者権利条約」があり

ますが、日本は「移

住労働者権利条約」 

  

 

については批准していません。それ以外についても

批准していても実態はずれています。 

 

『本』は人権条約機構の紹介につづいて、国際人

権から見た日本の問題として、貧困、発達・開発・

経済活動、情報・表現の自由、女性の権利、入管収

容について取り上げています。 

そのなかの貧困について紹介します。 

１９９７年から２００２年まで人権高等弁務官を

務めたロビンソンは、「極度の貧困」が現代の社会

で一番深刻な人権侵害だと強調してきました。 

貧困とは、社会権規約委員会によると「尊厳をも

って生きる基本的な能力を欠いていいる状態」と定

義されています。世界人権宣言などでは「欠乏から

の自由」の重要性が強調されています。１９２０年

代から２０年代において経済危機、貧困、広がる不

平等が右翼ポピュリズムの土台となり、戦争につな

がったという教訓からです。 

 

貧困の定義には「絶対的貧困」と「相対的貧困」

があります。相対的貧困は、その国で生活するうえ

で人としての尊厳を失いかねないリスクのある所得

水準です。世帯１人当たりの等価可処分所得の中央

値の半分の所得水準に満たない人々をいい、この

人々が全世帯に占める割合を「相対的貧困率」と定

義します。 

日本の相対的貧困率は、１９８５年１２％、２０

１２年１６.１％、１８年は１５.４％でした。１０

代後半－２０代前半の若者、７０代以上の高齢者、

ひとり親家庭に多く、７０年代後半の女性の４人に

１人が相対的貧困だといいます。くわえて日本の等

価可処分所得の中央値は９７年から１８年間で４２

万円下がっていて相対的貧困率は上昇傾向にありま

した。 

１０代後半―２０代前半の若者、ひとり親家庭を

追いやっている原因の１つが最低賃金の低さにあり

ます。 

日本の中央値は３.９６７.３１４円です。その半

分は１.９８３.６５７円です。現在の最賃で年間２. 

藤田早苗著『武器としての国際人権』 

   政府は助ける義務 人は助けを要求する権利がある 
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０００時間を働いて得る年収に相当します。これで貧

困は解消されません。 

生活保護の捕捉率は推測２割程度です。日弁連のパ

ンフレットでは２０１０年のデータで、イギリスは４

７.０％－９０.０％、ドイツ６４.６％、フランス９

１.６％、スウェーデン８２.０％です。 

日本が低い理由の一つが「扶養照会」です。自己責

任論・自助と家族制度の共助を強制し、公助には辿り

着かせません。そのため８割の人が漏れています。イ

ギリスでは同居している夫婦間と子供に対して以外

に扶養義務はありません。 

 

イギリスでは、生活困窮家庭の子どもは夏休みでも

無料で給食を受け取れる制度があります。食べるもの

が買えないと生理用品も買えません。社会運動で、生

理用品にぜいたく品として消費税がかかっていたの

を撤廃させました。また買えないために学校を休んで

教育が受けられない生徒が１０人に１人いることが

明らかになるとまた社会運動を展開し、２０２０年か

ら政府が学校に無料で生理用品を支給する制度を導

入させました。 

「人権を重んじるコミュニティの役割とは、たとえ

人々がどんな災難は不幸に見舞われても、どんな人生

のつまずきも補償され、彼らが状況をやり直し、立ち

直れるように助けること、そしてその限界を確実なも

のにすることだ」 

これが「政府の義務」です。それは国の税制度の効

率にもつながっていきます 

私的な「思いやり」「優しさ」では本質的問題は解

決されず底なし社会で格差が拡大するだけです。   
  

雑誌に掲載された藤田早苗へのインタビューです。 

人権は「政府が実現して 

いくべきもの」 

――『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差

別』を拝読して、日本では人権の問題が「思いやり」

の問題と混同されている、という指摘がとても印象的

でした。 

藤田 日本の人権に関する啓発って、大体なんでも

「あなたの“思いやり”で人権が守られます」みたい

なことを書いてるんです。「人権」がテーマのポスタ 

ーも、「あなたの思いやりが大事」といった言葉が

入っていることが多い。人権問題で“思いやり”を

全面に出すというのは、日本では典型的なアプロー

チのようです。 

例えば、ある人権について書かれたパンフレット

だと、子どもや高齢者を“あなたの親切で守ろう”

と書いてあるんです。「社会全体で見守りましょう」

というのが「解決策」として書かれているわけです。

もちろん、それは絶対に大事なんですけど、それだ

けではだめなんです。 

個人の思いやりはもちろん、行政の取り組みも並

行しないといけま

せん。人権の啓発

では、「行政が負

うべき責任」には

触れていないんで

す。「相談は受け

ます」とは書いて

あるんですけどね。人権について、正しく教えたく

ないのかなと感じます。権利を教えると、国民に武

器を与えてしまうからかもしれません。 

イギリスは独立した 

「国内人権機関」がある 

――「思いやり」という言葉自体は聞こえはいいで

すが、非常に曖昧で、私たちの努力に全て委ねられ

てしまうような危うさがありますよね。先ほどもお

っしゃっていましたが、「人権は政府が責任を負う

もの」と本書で知ったときは私もびっくりしました。

そういう考えがなかったなって。 

藤田 今私が住んでいるイギリスには、日本には

ない独立した国内人権機関（※）があるんです。本

の中でも、日本でも作らなきゃだめだよねって私が

書いているものです。そのイギリスの人権機関のホ

ームページでは、「あなたは表現する権利がありま

す」という風に、まず我々が持っている基本的な権

利について触れられているんです。 

さらに、もしそれが侵害されたらこういう方法で

回復しなきゃいけない、という具体的な手段も書い

ています。そのために私たちがいますよ、と。日本

とはちょっとアプローチが違いますよね。   
※政府から独立し独自の調査権限を有する、実効

的な国内人権救済機関。 

 

 

https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%8C%E5%AE%88%E3%82%8B-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AF%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%BE%8C%E9%80%B2%E5%9B%BD-%E4%BB%8A%E3%81%93%E3%81%9D%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84-%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B-%E8%97%A4%E7%94%B0%E6%97%A9%E8%8B%97%E3%81%95%E3%82%93/ar-AA1cLR9D?ocid=msedgntp&cvid=12211fbd125843a69366bd70bf0c8084&ei=58&fullscreen=true#image=5
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労災補償 申請、補償とも増加 

厚労省は、２０２２年度の「過労死等の労災補

償状況」を公表しました。 

「精神障害の労災補償状況」は、請求件数２.

６８３件で増え続けています。「パワハラ防止法」

の報道などの影響です。そのうち支給決定件数７

１０件です。業種別では、請求件数、支給決定件

数ともに医療・福祉、製造業、卸売業の順です。

年齢別の支給決定件数は、４０～４９歳、２０～

２９歳、３０～３９歳の順で、働き盛りが目立ち

ます。「出来事」別の支給決定件数は、「上司等

からのパワハラ」、「悲惨な事故や災害の体験、

目撃」、「仕事内容・仕事量の変化」の順です。 

「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償」は、

請求件数は８０３件で増えています。支給決定件

数は１９４件です。やはり報道等の影響です。 

業種別の請求件数、支給決定件数ともに運輸業、

郵便業がトップで、支給決定件数は建設業、卸売

業、小売業が続きます。今、運輸業の時間外労働

規制が問題になってますが現場は深刻です。年齢

別の支給決定件数は、５０～５９歳、４０～４９

歳、６０歳以上の順で高齢者が目立ちます。 

「あっせんの合意率」低下傾向 

厚労省は「２０２２年度個別労働紛争解決制度の

施行状況」を公表しました。 

総合労働相談件数は１２４万８,３６８件で、１５

年連続で１００万件を超えています。 

「都道府県労働局長による助言・指導」は４年連

続で減少しています。「申出内容別の件数」におけ

る「いじめ・いやがらせ」については「パワハラ法」

の施行により対処が異なったのでこれまでと比較で

きません。「解雇」が急激に減少しています。 

「あっせんにおける合意率」の推移もこの３年間

は依然と比べて減少しています。特に「解雇」は急

激です。 

労働者は相談してもそれ以上には進まない傾向が

あります。労働契約法による雇用契約書の締結は使

用者が優位な状況下でおこなわれます。また「パワ

ハラ防止法」は往々にして使用者を“支援”し労働

者は使い勝手が悪いです。そのために諦めてしまう

ということもあるようです 

過労死防止学会・第９回大会 

・開催日 ９月９日（土）～１０日（日） 

９日・１０日の午前は分科会 

９日午後 特別講演・会員総会 

１０日午後 共通論題 

・会 場 明治大学駿河台キャンパス・リバティ

タワー（千代田区神田駿河台１―１） 

 ◇  ◇  ◇  ◇ 

全国労働安全衛生連絡会議 

第３４回総会 

・日時 １１月１９日（日）午前 

・会場 大阪 

◇  ◇  ◇  ◇ 

第３５回コミュニティ・ 

ユニオン全国交流集会（熊本） 

・日 時 １１月２５日（土）～ 

２６日（日） 

・会 場 熊本城ホール内 シビックホール  
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